
　

障
が
い
の
あ
る
方
の
経
済
的
な
援
助

と
し
て
、
次
の
手
当
の
支
給
を
行
っ
て

い
ま
す
。

①
特
別
障
害
者
手
当
：
著
し
い
重
度
の

障
が
い
が
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
お

い
て
、
常
に
特
別
の
介
護
が
必
要
な
20

歳
以
上
の
在
宅
の
方
に
支
給
さ
れ
ま

す
。

②
障
害
児
福
祉
手
当
：
重
度
の
障
が
い

が
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い
て
、

常
に
介
護
が
必
要
な
20
歳
未
満
の
在
宅

の
児
童
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

③
特
別
児
童
扶
養
手
当
：
中
程
度
以
上

の
障
が
い
の
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
父
母
な
ど
に
支
給
さ
れ

ま
す
。

【
受
給
方
法
】
町
保
健
福
祉
課
福
祉
係

に
認
定
請
求
書
等
を
提
出
し
ま
す
。

※
障
が
い
の
状
態
に
よ
り
該
当
し
な
い

場
合
や
、
所
得
や
施
設
入
所
な
ど
に
よ

る
支
給
制
限
が
あ
り
ま
す
。

　

新
し
く
採
用
と
な
り
ま
し
た
。
町
民

の
皆
さ
ま
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

村
越　

綾
さ
ん
（
パ
ー
ト
給
食
調
理
員

平
成
26
年
６
月
４
日
付
）

　

保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、

万
一
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の

事
態
が
発
生
す
る
と
、　

障
害
基
礎
年

金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に

は
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と

な
る
「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
若
年

者
（
30
歳
未
満
）
納
付
猶
予
制
度
」
が

あ
り
ま
す
の
で
、
役
場
の
住
民
係
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

平
成
26
年
度
の
免
除
等
の
受
付
は
平

成
26
年
７
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
、
平

成
26
年
７
月
分
〜
平
成
27
年
６
月
分
の

期
間
を
対
象
と
し
て
審
査
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
４
月
か
ら
法
律
が
改
正

さ
れ
て
、
２
年
１
カ
月
前
の
月
分
ま
で

遡
及
し
て
免
除
申
請
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
失
業
等
に
よ
り
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
に
な
っ

た
も
の
の
、
申
請
を
忘
れ
て
い
た
た
め

に
未
納
期
間
を
有
し
て
い
る
方
等
は
、

一
度
、
役
場
の
住
民
係
や
小
樽
年
金
事

務
所
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ
／

町
役
場
住
民
係　

☎
56
―
８
０
０
７

小
樽
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課

☎
０
１
３
４
―
23
―
４
２
３
６

　

人
や
他
の
動
物
へ
の
危
害
防
止
の
た

め
、
野
犬
掃
討
（
放
た
れ
て
い
る
犬
も

対
象
）
を
実
施
し
ま
す
。

■
日
時
／
７
月
１
日
〜
９
月
30
日

愛
犬
が
対
象
に
な
ら
な
い
よ
う
、
次
の

こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

①
放
し
飼
い
等
、
逃
げ
出
せ
る
環
境
で

犬
を
飼
育
し
な
い
。

②
散
歩
の
際
は
必
ず
リ
ー
ド
を
装
着
す
る
。

③
犬
の
登
録
、
狂
犬
病
予
防
注
射
を
行

い
、
登
録
鑑
札
票
、
予
防
注
射
済
票
を

首
輪
に
つ
け
る
。

④
犬
が
い
な
く
な
っ
た
時
は
す
ぐ
に
役

場
に
連
絡
す
る
。

⑤
犬
が
戻
っ
た
時
の
連
絡
も
忘
れ
ず
に
！

くらしのガイド 7月号

町内の各種グループ・サークルの催しなどをお寄せください

※掲載希望月の前月 10 日までに

企画振興課広報広聴係へ要連絡

－10－

７
月
31
日
（
木
）
は
固
定
資
産
税
の
第
２
期
の
納
期
限
で
す
。
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
！

■町税務課　☎ 22-1121（代表）

町道民税 ･軽自動車税のこと (窓口⑧ )▷住民税係☎ 56-8003
税金の納付方法 ､納税相談 (窓口⑨ )　▷納 税 係☎ 56-8002
固定資産税のこと（窓口⑩）　　　　　 ▷資産税係☎ 56-8004

　■HP www.town.kutchan.hokkaido.jp/Living_Information/zei/

絡

税係☎ 56-8003

税務だより

ジャガ太からの伝言

【家屋を取り壊した方へ】
　家屋に対する固定資産税（都市計画税）は、毎年 1 月 1

日現在に存在するものに課税されます。年の途中で家屋の
全部または一部を取り壊したときは、翌年度から取り壊し
た部分について課税されません。このため、家屋を取り壊
したときは、登記の有無、床面積の大小にかかわらず、速
やかに税務課資産税係までご連絡ください。
　なお、家屋を取り壊した後の土地の利用方法により、土
地の固定資産税（都市計画税）が変わる場合があります。

予定納税が必要な方には、6 月中旬に税務署から「予定納税
額の通知書」が送付されます。

前年分の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が 15 万
円以上である場合に、原則その1/3相当額をそれぞれ7月（第
1期分）と 11 月（第 2期分）に納付するという制度です。

◇減額申請をする場合は、
　平成 26 年 7 月 15 日までに、「予定納税額の減額申請書」
を税務署に提出してください。
廃業や災害などの理由により、平成 26 年 6 月 30 日現在の
状況で、平成 26 年分の見積もった税額が、税務署から提出
された「予定納税基準額」より少なくなると見込まれる場
合に、申請することができます。
◇納付には便利な振替納税をご利用ください

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp
倶知安税務署　☎ 22-1192

所得税の予定納税（第 1期分）
納期限は平成26年7月31日です。

予定納税とは？

予定納税額の減額の申請・納付町
環
境
対
策
課
地
域
衛
生
係　
　
　

☎
56
―
８
０
０
８

野
犬
掃
討
を
実
施

パ
ー
ト
職
員
等
採
用
結
果

国
民
年
金
保
険
料
免
除
等
の
申
請

町
保
健
福
祉
課
福
祉
係　
　
　
　
　

☎
23
―
０
５
０
０

障
が
い
児
（
者
）
手
当

周知



広報くっちゃん くらしのガイド
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介
護
保
険
に
は
、
利
用
者
の
負
担
軽

減
の
た
め
に
、
同
じ
月
内
で
負
担
す
る

サ
ー
ビ
ス
費
の
合
計
額
が
、
左
表
の
負

担
上
限
額
を
超
え
た
と
き
は
、
超
え
た

分
を
「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
し

て
後
か
ら
支
給
す
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。
支
給
を
受
け
る
に
は
、
高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
支
給
申
請
書
の
提
出
が
必

要
で
す
。
該
当
さ
れ
る
方
は
、
町
の
介

護
保
険
担
当
窓
口
に
ご
相
談
下
さ
い
。

※
一
度
申
請
書
を
ご
提
出
い
た
だ
き
ま

す
と
、
そ
れ
以
降
に
つ
き
ま
し
て
は
該

当
が
あ
る
場
合
は
、
自
動
的
に
ご
指
定

口
座
へ
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

※
入
所
・
入
院
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）

の
食
費
・
居
住
費
、
差
額
ベ
ッ
ド
代
、

日
常
生
活
費
等
の
費
用
、
住
宅
改
修
及

び
福
祉
用
具
購
入
の
自
己
負
担
分
は
支

給
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

◆
育
児
休
業
給
付
金
の
支
給
率
が
引
き

上
げ
ら
れ
ま
し
た
◆

　

平
成
26
年
４
月
１
日
以
降
に
開
始
す

る
育
児
休
業
か
ら
、
育
児
休
業
の
初
日
か

ら
１
８
０
日
目
ま
で
の
給
付
率
が
67
％
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
（
従
来
は
50
％
）。

※
育
児
休
業
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る

に
は
一
定
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

◆
就
業
促
進
定
着
手
当
が
創
設
さ
れ
ま

し
た
◆

　

雇
用
保
険
の
再
就
職
手
当
の
支
給
を

受
け
た
方
で
、
再
就
職
先
に
６
カ
月
以
上

雇
用
さ
れ
、
再
就
職
先
で
の
６
カ
月
間
の

賃
金
が
離
職
前
の
賃
金
よ
り
も
低
い
場
合

に
、
低
下
し
た
賃
金
の
６
カ
月
分
（
上
限

額
が
あ
り
ま
す
）を
支
給
す
る
制
度
で
す
。

※
平
成
26
年
４
月
１
日
以
降
に
再
就
職
す

る
こ
と
な
ど
、一
定
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
／
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
倶

知
安
☎
22
―
０
２
４
８

■
日
時
・
場
所
／

①
７
月
15
日
（
火
）、
22
日
（
火
）
13

時
〜
15
時　

尻
別
川
リ
バ
ー
パ
ー
ク

②
７
月
26
日
（
土
）
10
時
〜
12
時

サ
ン
ス
ポ
ー
ツ
ラ
ン
ド
く
っ
ち
ゃ
ん

■
講
師
／
坪　

春
夫

　
　
　
　

ア
シ
ス
タ
ン
ト　

野
地　

茂

■
主
催
／
倶
知
安
硬
式
テ
ニ
ス
協
会

■
お
問
い
合
わ
せ
／
事
務
局　

野
地　

☎
０
８
０
―
５
０
６
１
―
８
５
７
６

　　

特
選
、
秀
作
、
佳
作
な
ど
の
作
品
が

披
露
さ
れ
ま
す
。
席
題
の
成
績
発
表
と

講
演
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
お
越

し
く
だ
さ
い
。

■
日
時
／
７
月
27
日
（
日
）
開
会
11
時

■
場
所
／
町
公
民
館
中
ホ
ー
ル

■
講
師
／
「
さ
る
る
ん
」
主
宰

　
　
　
　

成
田
智
世
子
先
生

　

倶
知
安
俳
句
会
で
は
随
時
会
員
を
募

集
し
て
い
ま
す
。
興
味
の
あ
る
人
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ
／
倶
知
安
俳
句
会
事

務
局　

久
佐
賀　

☎
22
―
３
２
９
４

　

元
五
輪
日
本
女
子
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
代

表
監
督
宇
津
木
妙
子
氏
ほ
か
２
名
の

講
師
に
よ
る
実
技
指
導
と
講
演
で
す
。

小
・
中
学
生
、
指
導
者
、
初
心
者
の
方
、

野
球
少
年
団
の
方
も
大
歓
迎
！

■
日
時
／
８
月
６
日
（
水
）
８
時
30
分

■
場
所
／
町
営
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
球
場

　
　
　
　
（
き
た
ろ
く
グ
ラ
ウ
ン
ド
）

■
参
加
費
／
無
料

ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は
運
動
で
き
る
格

好
で
、
グ
ロ
ー
ブ
な
ど
の
用
具
を
持
っ

て
い
る
方
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
／
郵
送
ま

た
は
F
A
X
に
て
７
月
25
日
（
金
）

ま
で
に
、学
校
名
（
チ
ー
ム
名
）、学
年
、

人
数
、
連
絡
先
を
明
記
し
て
申
込
み
。

後
志
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
協
会
事
務
局

山
岡
☎
０
９
０
―
８
６
３
０
―
３
８
７
９

F
A
X
０
１
３
６
―
22
―
４
６
５
９

　

赤
十
字
救
急
法
基
礎
講
習
修
了
者
の

資
格
（
認
定
証
発
行
日
か
ら
３
年
以

内
）
を
有
す
る
方
を
対
象
と
し
た
救
急

法
救
急
員
養
成
講
習
を
開
催
い
た
し
ま

す
。
全
日
程
を
修
了
し
た
方
に
は
受
講

証
を
、
さ
ら
に
検
定
合
格
者
に
は
「
赤

十
字
救
急
法
救
急
員
認
定
証
」
を
交
付

い
た
し
ま
す
。

■
日
時
／
８
月
２
日
（
土
）
９
時
〜
16

時
、
８
月
３
日
（
日
）
８
時
30
分
〜
16

時
30
分
の
二
日
間

■
場
所
／
町
総
合
体
育
館
２
階
研
修
室

■
受
講
料
／
１
７
０
０
円
（
当
日
）

■
持
ち
物
／
筆
記
用
具
、タ
オ
ル
２
枚
、

基
礎
講
習
認
定
証
、
実
技
の
し
や
す
い

服
装
（
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ウ
ェ
ア
等
）

■
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
／
７
月

18
日
（
金
）
ま
で
に
氏
名
、
住
所
、
電

話
番
号
、
生
年
月
日
、
基
礎
講
習
認
定

証
の
写
し
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
可
）
を
添
え
て
「
日

本
赤
十
字
社
倶
知
安
町
分
区
」
あ
て
に

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

日
本
赤
十
字
社
倶
知
安
町
分
区
（
役
場

住
民
課
生
活
安
全
係
内
）

☎
56
―
８
０
０
５

F
A
X
23
―
２
０
４
４

■
内
容
／
町
内
戦
没
者
の
偉
勲
を
偲

び
、
戦
没
者
追
悼
式
を
開
催
し
ま
す
。

多
数
の
ご
参
列
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
日
時
／
７
月
25
日
（
金
）
10
時
〜

■
場
所
／
ホ
テ
ル
第
一
会
舘

■
事
務
局
／
保
健
福
祉
課
福
祉
係

　
　
　
　
　

☎
23
―
０
５
０
０

　

７
月
１
日
よ
り
、
経
済
セ
ン
サ
ス
基

礎
調
査
・
商
業
統
計
調
査
が
始
ま
り
ま

す
。
町
内
全
企
業
・
事
業
所
を
対
象
に
、

事
業
活
動
の
実
態
を
調
査
し
ま
す
。
日

本
に
お
け
る
商
業
の
実
態
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
、
全
国
的
に
実
施
し
て
い

ま
す
。
企
業
・
事
業
所
の
皆
さ
ま
、
ご

協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

雇
用
保
険
の
制
度
改
正

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
申
請

利用者負担段階
高額介護サー
ビス費の負担
上限額（月額）

第 1 段階
老齢福祉年金受給者で、世
帯全員が市町村民税非課税
の方、又は生活保護受給者

15,000 円

第 2 段階

世帯全員が市町村民税非課
税で、合計所得金額と課税
年金収入額の合計が 80 万円
以下の方

15,000 円

第 3 段階
世帯全員が市町村民税非課
税で、利用者負担第 2段階
に該当しない方

24,600 円

第 4段階 上記以外の方 37,200 円

道
民
芸
術
祭

第
42
回
後
志
俳
句
大
会

硬
式
テ
ニ
ス
無
料
体
験

開催

赤
十
字
救
急
法
救
急
員
養
成
講
習

戦
没
者
追
悼
式

調査

町
企
画
振
興
課
企
画
係　
　
　
　
　
　

☎
56
―
８
０
０
１

経
済
セ
ン
サ
ス
・
商
業
統
計
調
査

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
フ
ォ
ー
ラ
ム



※
郵
送
の
場
合
＝
８
月
１
日
消
印
有
効

■
申
込
書
請
求
方
法
／
郵
便
の
場
合
は

封
筒
（
A4
版
が
入
る
大
き
さ
）
の
表
に

「
町
村
職
員
申
込
書
請
求
」
と
朱
書
き

し
、
１
２
０
円
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明

記
の
返
信
用
封
筒
を
必
ず
同
封
。

■
申
し
込
み
／
後
志
町
村
会

〒
０
４
４
―
８
５
８
８　

倶
知
安
町
北

１
条
東
２
丁
目
（
☎
22
―
０
２
１
６
）

■
抽
選
日
時
／
７
月
15
日
（
火
）
10
時
〜

■
会
場
／
町
公
民
館
２
階
小
会
議
室

■
募
集
団
地
／

○
羊
蹄
団
地
（
北
３
東
７
）

２
L
D
K
（
一
般
世
帯
向
け
）
３
戸

○
え
ぞ
富
士
団
地
（
南
４
東
６
）

３
L
D
K
（
一
般
世
帯
向
け
）
１
戸

■
申
込
場
所
／
町
公
民
館
研
修
室

■
受
付
期
間
／
７
月
10
日
〜
12
日
９
時

〜
19
時
30
分
（
最
終
日
は
17
時
ま
で
）

■
入
居
予
定
日
／
平
成
26
年
９
月
中
旬

※
収
入
等
入
居
に
あ
た
り
制
限
あ
り
。

■
お
問
い
合
わ
せ
／
倶
知
安
町
道
営
住

宅
指
定
管
理
者
M
M
S
・
H
B
S
グ

ル
ー
プ
（
☎
０
１
３
４
―
34
―
１
３
７
３
）

■
対
象
／
成
人
一
般

■
年
会
費
／
４
千
円

■
活
動
日
時
（
場
所
）
／

○
夏
季
（
５
月
〜
10
月
）：
毎
週
火
曜

日
13
時
〜
15
時
（
尻
別
川
リ
バ
ー
パ
ー

ク
）、
毎
週
土
曜
日
９
時
〜
11
時
（
サ

ン
ス
ポ
ー
ツ
ラ
ン
ド
く
っ
ち
ゃ
ん
）

○
冬
季
（
11
月
〜
翌
４
月
）
予
定
：
毎

週
火
・
水
曜
日
13
時
〜
17
時
（
倶
知
安

町
総
合
体
育
館
）

■
お
問
い
合
わ
せ
／

野
地
☎
０
８
０
―
５
０
６
１
―
８
５
７
６

田
村
☎
０
１
３
６
―
23
―
２
６
３
４

　

■
お
問
い
合
わ
せ
／

倶
知
安
地
域
事
務
所
☎
23
―
３
５
４
０

■
自
衛
官
募
集
相
談
員

　

笹
山　

武
市　
　

☎
22
―
２
４
３
３

　

佐
名
木
幸
子　
　

☎
22
―
４
３
０
２

　

清
水　

礼
子　
　

☎
22
―
０
０
７
５

　

古
谷　

和
之　
　

☎
23
―
３
１
６
５

　

町
税
の
徴
収
業
務
に
従
事
す
る
非
常

勤
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
人
員
／
１
名

■
資
格
／
普
通
運
転
免
許
証
（
徴
収
業

務
時
公
用
車
運
転
）

■
雇
用
期
間
／
平
成
26
年
８
月
１
日
〜

平
成
27
年
３
月
31
日
（
更
新
あ
り
）

■
賃
金
／
月
額　

町
規
則
に
よ
る
額

（
社
会
保
険
・
雇
用
保
険
あ
り
）

■
勤
務
時
間
／
月
か
ら
金
曜
日
（
週
５

日
）
13
時
〜
19
時
ま
で

■
申
込
期
限
／
７
月
18
日
（
金
）
ま
で

納
税
対
策
室
納
税
係
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

の
紹
介
状
を
添
え
て
履
歴
書
を
提
出
。

■
勤
務
内
容
・
時
間
／
倶
知
安
風
土
館

窓
口
対
応
業
務
〈
１
週
３
日
以
内
の
交

替
勤
務
※
土
・
日
・
祝
勤
務
有　

９
時

〜
17
時
ま
で（
12
時
〜
13
時
ま
で
休
憩
）〉

■
対
象
（
募
集
人
数
）
／
60
歳
未
満
の

健
康
な
町
内
在
住
者
（
１
名
）

■
雇
用
期
間
／
８
月
１
日
〜
来
年
３
月

31
日

■
雇
用
条
件
・
身
分
／
町
規
則
に
よ
る

パ
ー
ト
職
員
（
各
種
保
険
無
）

■
賃
金
／
時
給
８
１
０
円

■
選
考
方
法
／
書
類
、
面
接
選
考

■
応
募
方
法
・
締
切
／
７
月
18
日
（
金
）

ま
で
に
、
履
歴
書
を
小
川
原
脩
記
念
美
術

館
ま
で
提
出
。
書
類
選
考
の
う
え
、
結
果

に
よ
っ
て
は
面
接
日
時
な
ど
を
連
絡
。

■
受
験
資
格
／

①
初
級
＝
平
成
５
年
４
月
２
日
〜
平
成

９
年
４
月
１
日
生
ま
れ

②
上
級
＝
昭
和
62
年
４
月
２
日
〜
平
成

５
年
４
月
１
日
生
ま
れ

■
１
次
試
験
日
／
９
月
21
日
（
日
）

■
受
付
期
間
／
７
月
２
日
〜
８
月
１
日

くらしのガイド 7月号

－12－

消 費 者 コ ー ナ ー
倶知安町消費者協会

倶知安消費者大会開催のご案内

■日時／ 7月 16 日（水）※参加料は無料

　10 時：開会式　 10 時 30 分～ 12 時：講演

■場所／文化福祉センター　中ホール

　「食品添加物・遺伝子組換え食品を考える」

■講師／北海道消費者協会　役職員（交渉中）

　中ホール一杯になって勉強したいと思いま

すので、友人、知人をたくさんお誘い下さい

ますようお願いします。

私はだまされないと思っている人に！！
▲言葉たくみな詐欺、の他に

▲預金したつもりが一時払い終身保険だった

▲国債と思ったら、投資債であった

▲よく理解しないままに貯金したつもりが、

簡単に下ろせない金融商品だった

などあります。契約内容をよく読みましょう。

■消費生活相談室（公民館 1階団体室）

■月・水・金曜日 10 時～ 15 時　☎ 23-1522

■時間外の緊急相談は☎ 22-2101（荒野）

道
営
住
宅
入
居
者
募
集

倶
知
安
テ
ニ
ス
協
会

町
納
税
課
納
税
係　
　
　
　
　
　
　

☎
56
―
８
０
０
２

非
常
勤
職
員

後
志
町
村
職
員
（
一
般
事
務
職
）

募集

自
衛
官
募
集

募集種目 受験資格 受付期間 試験日

自衛官
候補生

18歳以上
27歳未満の者

男
子

年間を通
じ受付し
ています。

受付時にお知らせします。平成 27 年
3 月高卒予定者については原則として
平成 26 年 9 月 16 日以降に行います。

女
子

8月1日
～9月9日

9月 25 日～ 29 日の指定する 1日

一般曹
候補生

18歳以上（高卒見込
含）27歳未満の者

8月1日
～9月9日

1次：9月 19・20 日の指定する 1日
2次：10月 9日～15日の指定する1日

海上・
航空自衛隊
航空学生

18歳以上（高卒見込
含）21歳未満の者

8月1日
～9月9日

1次：9月 23 日
2 次：10 月 18 日～ 23 日
3 次：（海上）11 月 20 日～ 12 月 17 日
　　　　　　の指定された１日
　　　（航空）11 月 15 日～ 12 月 18 日
　　　　　　の指定された期間

小
川
原
脩
記
念
美
術
館　
　
　
　
　
　

☎
21
―
４
１
４
１

倶
知
安
風
土
館
パ
ー
ト
職
員



広報くっちゃん くらしのガイド

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

ま
ち
の
事
件
簿
ー
地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

『倶知安町警察署＆倶知安町防犯協会』 からのお知らせです。

ごめいふくをお祈りします

－13－

　森
もり

　エミリーちゃん　　　　　　
　　（父　ｸﾗｰｸ ﾍﾞﾝ　母　彩乃）

野
の じ ま

島 　康
こ う す け

佑 ちゃん　　　北 6西 4 　　
　　（父　隆史　母　悠）

杉
す ぎ う ら

浦 　らいんちゃん
　　（父　竜一　母　玲子）

佐
さ さ き

々木　雅
ま ひ ろ

妃 ちゃん　　　南 1西 2
　　（父　雅敏　母　優里）

鈴
す ず き

木 　崇
し ゅ う ご

吾 ちゃん　　　北 4東 2
　　（父　重隆　母　知香）

古
ふ る た

田 　弦
げ ん じ

嗣 ちゃん　　　北 3東 4
　　（父　晃嗣　母　亜由美）

納　田　和　一さん (82) 　 字樺山

綿　谷　勝　代さん (71)　　字瑞穂

髙　橋　榮　子さん (80)　　南 5東 1

田　中　堅　二さん (81)　　北 2東 1

大　橋　シズヱさん (88)　　字寒別

糸　川　カツ子さん (82)　　字琴平

岡　本　キヨコさん (95)　　北 3東 2

富　田　俊　雄さん (67)　　南 4東 6

小　林　盛　治さん (88)　　字八幡

名　和　アサ子さん (77)　　北 2西 1

井　原　一　雄さん (78)　　北 6東 4

藤　島　健　吉さん (103)　 南 4 東 4

6 月 16 日 ( 月 ) までに住民課住民係へ届け出

があったもので、承諾を受けた内容について掲

載しています。

平成 26年 平成 25年
人　身 17件 17件
物　損 275 件 298 件
死　者 1名 0件

5 月末までの
町内交通事故発生状況

　

夏
の
行
楽
で
外
出
す
る
機
会
が
増
え

る
と
と
も
に
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
や
花
火

等
、
野
外
で
の
火
気
の
使
用
が
多
く
な

り
ま
す
。

　

火
災
を
防
ぐ
た
め
次
の
こ
と
に
注
意

し
て
下
さ
い
。

・
炭
火
等
を
使
っ
た
後
は
水
な
ど
で
確

実
に
消
火
し
、
風
の
強
い
日
は
使
用
を

控
え
る
な
ど
を
し
て
、
使
用
す
る
際
は

消
え
る
ま
で
は
そ
の
場
を
離
れ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
花
火
を
す
る
と
き
は
、
水
バ
ケ
ツ
を

用
意
し
、
風
向
き
に
注
意
し
て
燃
え
や

す
い
も
の
の
そ
ば
で
は
行
な
わ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
や
ホ
ー
ム
タ
ン
ク
の

そ
ば
で
は
火
気
を
使
用
し
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

平成 26年 平成 25年
火　災 4件 9件
救　急 390件 351件
救　助 9件 5件
その他 44件 41件

夏の火災防止について

5 月末までの災害出動状況

おたんじょう
おめでとう

主
な
事
件

▽
車
上
ね
ら
い
の
発
生

　

公
共
施
設
駐
車
場
に
駐
車
中
の
車
両
の

窓
ガ
ラ
ス
が
割
ら
れ
、
車
内
か
ら
バ
ッ
グ

が
盗
ま
れ
る
事
件
が
発
生
し
ま
し
た
。

▽
自
転
車
の
盗
難
事
件
の
発
生

　

施
錠
せ
ず
に
駐
輪
し
て
い
た
自
転
車
が

盗
ま
れ
る
事
件
が
発
生
し
ま
し
た
。

▽
器
物
損
壊
の
発
生

　

駐
車
中
の
車
両
の
窓
ガ
ラ
ス
が
割
ら
れ

る
器
物
損
壊
事
件
が
発
生
し
ま
し
た
。

交
通
事
故

▽
５
月
３
日
、
道
道
の
左
カ
ー
ブ
を
走
行

中
、
脇
見
を
し
、
前
方
確
認
を
怠
っ
た
た

め
、
車
両
が
対
向
車
線
に
は
み
出
し
、
対

向
車
両
と
接
触
す
る
事
故
が
発
生
し
ま
し

た
。

▽
５
月
26
日
、

駐
車
場
内
に
お

い
て
、
後
方
確

認
を
怠
っ
た
ま

ま
後
退
し
た
た

め
、
駐
車
中
の

車
両
に
衝
突
す

る
事
故
が
発
生

し
ま
し
た
。

　「離婚して、私が子どもの親権者に決まりました。子どもの姓

をどうするか悩んでいます…」。離婚後に旧姓に戻るか、結婚中

の姓を名乗り続けるか、悩む方は少なくありません。今回は、離

婚のときの姓（氏）の変更手続きについてお話します。

　前提として、結婚のときに相手の戸籍に入って自分の姓を変更

した人は、離婚すると、夫婦の戸籍から抜けて、婚姻前の親の戸

籍に戻るか、新たに自分の戸籍を作り、そこに移ることになりま

す。そして、姓は、何も手続きをしなければ旧姓に戻るので、離

婚後も結婚中の姓を名乗り続けるには、離婚成立後３カ月以内に、

「離婚の際に称していた氏を称する届」を役場に提出する必要が

あります。

　他方子どもは、親権者に合わせて自動的に戸籍・姓が変わるわ

けではなく、何も手続きをしなければ、離婚前の戸籍・姓のまま

であることに注意が必要です。親が、A田から旧姓B田に戻る場合、

子どもの姓も A田から B田に変更するためには、家庭裁判所に対

して「子の氏の変更許可」を申し立てる必要があります。弁護士

に申立ての代理を依頼することも可能です。

　家庭裁判所の許可が出て、許可審判書の謄本を役場に提出する

と、子どもの籍は、前の戸籍を出て新たな戸籍に入り、新たな戸

籍に合わせて姓も変更します。

　離婚成立後には、新たな人生をスタートするための手続きが

残っています。特に名前は、親にとっても子どもにとっても大き

な問題ですので、よく考えて選択していただければと思います。

火
の
用
心
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

離
婚
と
氏
の
変
更

人の動き　平成 26 年 5月末現在

人　　　　　口

　　　男

　　　女

世　　帯　　数

15,356 人

 7,634 人

 7,722 人

7,625 世帯

（前月比  -77）

（前月比  -49）

（前月比  -28）

（前月比  -62）

うち外国籍住民 314人（前月比  -46）

岩内ひまわり
基金法律事務所

弁護士古宮　靖子
☎ 0135-61-4777
FAX0135-61-4888


